
医療維新

“誤診”が生んだ司法事故、仙台筋弛緩剤事件-長崎大学医歯薬学総合研究科教授・池田正行氏に聞
く◆Vol.1

池田正行氏は、「患者A
さんは、筋弛緩剤の作用
と矛盾する数多くの症状
を呈している」と述べ、
医学的な再検証の必要性
を指摘する。

主訴・症状は筋弛緩剤中毒では説明できず

インタビュー 2011年1月11日 (火)配信 聞き手・まとめ：橋本佳子（m3.com編集長）

　2001年の年始早々、メディアに大きく報じられた「仙台筋弛緩剤事件」。当時、診療所に勤務していた准看護師が、筋弛緩剤を患
者に投与した容疑で、1人の殺人罪、4人の殺人未遂罪に問われ逮捕・起訴、2008年2月に最高裁で上告が棄却され、無期懲役が確定
している。裁判所が筋弛緩剤中毒と判断した根拠は、検察側証人の麻酔科医の法廷での証言だ。
　しかし、長崎大学医歯薬学総合研究科教授で、神経内科医の池田正行氏は諸記録を検証、逮捕・起訴の発端となった11歳女児（当
時）について、「筋弛緩剤中毒では全く説明できない所見。ミトコンドリア病の主要病型の一つであるMELASであることは明らか」
と言い切る。他の4人についても、筋弛緩剤とは別の病名、病態で説明できるという。
　この問題を広く問うため、池田氏は「司法事故を考える」というサイトを2010年12月にオープンした。「警察、検察、裁判所の問
題は表面的なものであって、根底には医師のピアレビュー欠如の問題がある」と語り、本事件を医学的に検証する必要性を指摘する池
田氏にお聞きした（2010年12月21日にインタビュー。計3回の連載）。

　――そもそも先生は、どのような経緯でこの事件を検証することになったのでしょうか。

　2010年の2月だったと思います。阿部泰雄氏（被告の准看護師の弁護人）から手紙をいただきました。
「収縮期血圧が、意識障害患者の脳病変の診断に役立つ」ことをまとめた、僕のBMＪの論文を見たからで
す（BMJ.2002;325:800）。11歳（当時）の女児（以下、患者Aさん）が筋弛緩剤（臭化ベクロニウム）
による中毒なのか、急性脳症なのかが分かれ目でしたから、検索していた時に僕の論文を見つけたのでしょ
う。

　阿部氏は、再審請求を検討しているのですが、「この人ならば、意見書を書いてくれるのでは」と思い、
手紙をくださった。それがきっかけの一つ。

　実は、ミトコンドリア病の世界的な第一人者が、既に「これはミトコンドリア病主要病型の一つである、
MELAS（Mitochondrial myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, and Stroke-like episodes）で間
違いない」と断言した意見書を書いていた。最終的には、この意見書は日の目を見ていませんが。この方
は、私が大学院生だった頃に、ミトコンドリア病について教えてくれた恩師とも言える人物でした。

　――阿部氏の手紙は、意見書作成の依頼だったのでしょうか。

　「我々は筋弛緩剤中毒ではない、と思っている。資料を送るので、見てほしい」という内容でした。前述
の恩師が、「ミトコンドリア病である」と言っていることも書いてありました。

　しかも、僕は1989年に、患者Aさんと同じ、劇症型MELASの患者さんを失っています。生前は診断がつ
かなかったので、剖検までさせていただき、筋病理標本を持って、前述の恩師に相談しに行ったのです。そうしたら、「間違いない。
劇症型のMELAS」だと。だから、阿部氏の手紙を見て、「これは、あの20年前のケースにそっくりじゃないか」と思ったわけ。しか
も、同じ恩師がMELASと言っている。まさにめぐり合わせを感じた。だから、阿部氏の依頼を受けることにしたのです。

　――それで資料などを送っていただいた。

　資料を見て、改めて「MELASに間違いない」と。また、筋弛緩剤投与による中毒であれば、血液や尿から筋弛緩剤が検出されるか
どうかは重要な証拠になります。当時、ある県警の科学捜査研究所（科捜研）で調べて、「筋弛緩剤が検出された」とされています
が、その関連の資料を見て、「デタラメ」だと思った。

　――何が「デタラメ」だったのでしょうか。

　HPLC（高速液体クロマトグラフィー）と質量分析を組み合わせた方法で調べているのですが、標準的な条件で実施していない。だ
から、標準的な条件で行った場合に臭化ベクロニウムのピークとして本来出るはずのものと、科捜研のデータのピークとは違ってい
た。しかも、なぜ標準的な条件で検査しなかったかについての説明がない。

　これはおかしい、と思った。実はこの仙台の事件が起きる少し前に、僕の大学時代の友人の医師がある刑事事件で逮捕されていま
す。この事件では別の県警の科捜研が関係しており、その鑑定にも問題がありました。有罪が確定したのですが、僕は“冤罪”であり、
友人の無罪を信じています。だから、科捜研の鑑定は、正しいとは限らないという思いがあった。
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　――率直にお聞きしますが、マスコミで大きく取り上げられた「仙台筋弛緩剤事件」に関わることへの抵抗はなかったのでしょう
か。

　抵抗はなかった。むしろ科捜研や科警研（警察庁科学警察研究所）が、「デタラメなことをやることがある」ことを示すチャンスだ
と思いましたね。友人の医師のことが頭にあったので。

　――実際に意見書を書いたのはいつごろでしょうか。

　2010年3月の末には、最初の意見書を書いていたと思います。既に「MELASである」とした意見書があったわけですから、それを
改訂する形で書けばよかったので、そんなに時間はかからなかった。

　――「患者Aさんの急変は、筋弛緩剤中毒によるものではなく、ミトコンドリア病の一つであるMELAS」である理由について、簡単
に説明をお願いします（詳細は、池田氏のホームページを参照）。

　臨床医が診断をする際には、「全体のストーリーが、きれいに一つの診断で説明できるか」を考える。医師は駆け出しの頃から徹底
的に鍛えられる。「この人の主訴はこれだから、主訴を説明できなければ、病名を付けても無意味」だと、徹底的に教わる。

　――病名をつけるのが目的ではなく、患者さんを主訴から開放するのが目的だと。

　そう。では、患者Aさんの場合はどうだったか（表1、2）。主訴は「腹痛と嘔吐」であり、筋弛緩剤中毒では説明できない。さらに
その後に生じた症状については、検察側証人の麻酔科医は、筋弛緩剤単独では説明できないために、筋弛緩剤投与による呼吸抑制で血
液中の酸素不足が生じ、その酸素不足で低酸素脳症が生じたことによると説明しています。しかし、患者Aさんは、それでも筋弛緩剤
の作用と矛盾する数多くの症状を呈しています。

【掲載スケジュール】
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